
総合型地域スポーツクラブ交流イベント助成事業実施要項 

 

第１条 目 的 

  島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会に加入する総合型地域スポーツクラブ

（以下、「総合型クラブ」という。）に対し、複数の総合型クラブによるイベントにか

かる経費を支援することで、島根県内の総合型クラブ間の交流を促すとともに、地域住

民への総合型クラブの周知を図る。 

 

第２条 助成対象団体 

  島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会に加入している総合型クラブとする。 

 なお、助成金の交付はイベントを主催する総合型クラブの内、交付申請を行う総合型

クラブに対して行う。 

 

第３条 助成対象事業 

  次の条件をすべて満たすイベント事業とする。 

なお、下記条件を満たしていれば、総合型クラブ以外の団体との連携をはかり、開催

するイベントも助成対象とする。 

（１）総合型クラブが主催するもの。 

（２）複数の総合型クラブにより実施するもの。 

（３）地域住民へ事業参加の広報を行い、会員数の増加を図るもの。 

※地域住民を対象としない講習会（例：総合型クラブやスポーツ少年団の指導者のス

キルアップを目的とした講習会等）は対象外とする。 

 

第４条 支援内容 

イベントにかかる講師謝金及び運営スタッフ謝金、旅費、会場借上料、図書印刷費、

消耗品費、通信運搬費、その他本会の認めた経費とする。 

 

第５条 支援期間 

  各年度の４月１日から翌年の３月２１日までとする。 

 

第６条 助成金の額 

  助成金は、第４条の支援内容に対して、１イベント１５０，０００円を上限に予算の

範囲内において配分する。 

 

第７条 助成金の交付申請 

  助成金を受けようとする総合型クラブは、定められた期日までに助成金交付申請書に

所定の書類を添えて、公益財団法人島根県スポーツ協会理事長（以下、「理事長」という。）

に提出しなければならない。 



 

第８条 助成金の交付 

  理事長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し助成金を交付するもの

とする。 

 

第９条 実績報告 

  助成金の交付を受けた総合型クラブは、事業完了後、定められた期日までに助成事業

実績報告書並びに収支決算書の報告書を添えて、理事長に提出しなければならない。 

 

第１０条 実施上の留意点 

（１）実施に当たり、主催団体と連携団体で事前打ち合わせを行うこと。 

（２）支援を希望する総合型クラブは定められた期日までに実施希望調査票を提出す

ること。 

 （３）事業の実施期間は厳守のこと。 

 

 


